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九州工文大学責善会自勅車部 0 B会会則

第一章聡 則

第 1 条 木会は，九州工茉人学衰善会自邸平部 OB会と称し．九州工業大学自拙

屯部にその本部を競＜

第 2 条 本会は同部0Bを主体とし，会且相互t況扶助親睦を図るとともに，1司

部の発展tこ寄与することを目的とする。

第 3 条 本会は前条の目的達成のため，次の半又を行t.:う。

(1) 会艮稔会 (2) 支部会 （3) 現役負との交歓会

(.1) I吋部への桜助 (5) そ0他

第 4 条 ぷ会は次の会負をふブヽて組戟すみ

(1) 通常会負

(2) '片別会且

(3) 貸助会員

OB会只

徊部部長 ・願問、参与等で入会を希望するかぅ

同部に協力する者で，会員総会によつて推蕗されたも

の

弟二章役

弔 5 条 本会には次3役員を協く。

呂
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1. 会長 1名

を含み若干名）

2. /;i/J会長 1名

4. 顧問若干名

3. 幹手（常任幹事 1名

第 6 条 前条の役且は，会負中より総会託おいて選出する。

第 7 条 会長は本会を代表統括し，且つ会務を統括し，副会長は会長を補佐し，

会長不在の際はその政務を代行する。

2. 幹事は予算決算の審議執行ナる。

祖 8 条 上記役員の任期は2年とすろ。ただし獄任 ・兼任を妨げたい．9

一丑←



"・
 

第 11 条

第 12 条

笙 15 条

第 三竜全

第 9 ~ 本会の会話はビ会 ・支部会・役員会の三在とし，会公の溢決は全て出

席者（委任出席を含む）の過半数をもて）てナ．る。

沿 1!)条 会R駐・会it，本会兄r島の議決啜関であり会長がこれを招止す93

1. 定例貶会（年 1回） 2. 会反の 5分の 1以上C)否求があったと

さ 3. 会長が必要と貶めたと 3

第 IQ穿会

合
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しに全の経費は会伐及び寄附金も｛つてこれにあてる。

会代は 1口 50 !.'Iヰとして徴収ナる

本会の会?.i年度は 1月1日に始め向年9')1.2月31日に終了す Z。

iつ五窄文

第 14 条 支名社会は九州 ・ 関東 • 関西に設囲すろ

七0faの地区の支部は本会に届け出て設芭することがで氏る

弟 15 条 文部における細則ね、・と部によつてそれそれ定めろこととすら

第六窄社l

蔀

支部長は幹布を兼任してもよい。
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,;, 1 6 灸 本会会且．Jの改正に会R総会出店者し35分の2以上の竹広を必挫とする

第 17 条 会負は琺染 ．tt．所 ・姓名に変更があつたときは直ちに本部に連終せね

ばなら．そい。

第 18 条 本会会月りは昭和41年 1月26日より有効とする。
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